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移動貯蔵タンク定期点検実施制度の発足について(通知) 

 

 移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクについては、平成元年 3 月、危険物の規制に

関する技術上の細目を定める告示第 71 条により、水圧試験に係る定期点検を行わ

なければならない時期について特例が定められ、これに伴い、「移動貯蔵タンクの水

圧試験に係る定期点検の指導指針について」(平成 3 年 2 月 6 日付け消防危第 8

号)により、その点検方法、点検方法に応じた判定方法等について定めて、定期点検

の適正かつ確実な実施について指導をお願いしたところである。 

 このような状況を踏まえ、財団法人全国危険物安全協会においては、移動貯蔵タン

クの定期点検を適正かつ円滑に推進する方策についてさらに検討を進め、先般、別

紙のとおり、点検従事者に対する技術講習、点検を業とする者に対する点検事業者

認定及び点検実施施設に対する点検済みの表示の実施を基本的な柱とする移動貯

蔵タンク定期点検実施制度を発足させたところである。 

 この制度は、移動タンク貯蔵所の維持管理の徹底と点検事業者の資質の向上に寄

与し、危険物施設の自主保安の確立に大きく貢献するものと考えられる。 

 この制度の実施にあたっては、貴都道府県をはじめとして、各都道府県の危険物安

全協会連合会、各市町村消防機関等の密接な協力のもとに進める必要があるので、

よろしく御配意願いたい。 

 なお、貴管下市町村に対しても、この旨示達され、よろしく御指導願いたい。 

 

別紙 

 

   移動貯蔵タンク定期点検実施制度の概要について 

 

1 内容 

 移動貯蔵タンクの維持管理の徹底及び移動貯蔵タンクの点検を業とする者等の資

質の向上を図るため、財団法人全国危険物安全協会(以下「全危協」という。)では、

各都道府県危険物安全協会連合会(以下「県危連」という。)の協力を得て次に定める

事項を基本的な柱とする移動貯蔵タンク定期点検実施制度を本年 6 月 1 日から実

施する。 

 

 (1) 点検従事者に対する技術講習 

   全危協は、移動貯蔵タンクの点検に従事する者に対して、移動貯蔵タンクに係る

点検技術の修得を目的とする講習を実施するとともに、当該講習修了者に対して講



習終了後 5 年ごとに講習を実施する。 

 

 (2) 点検を業とする者に対する点検事業者認定 

   全危協は、点検事業者の事業体制が適正かどうか審査し、適正であると認めら

れる場合には、その旨の認定を行うとともに、5 年ごとに再審査を実施する。 

 

 (3) 点検実施施設に対する点検済みの表示 

   前記(2)により認定された事業者が点検した結果、異常のなかった移動貯蔵タン

クに対しては、図の圧力点検済証を表示する。 

 

2 県危連ヘ委託する予定の事務 

 移動貯蔵タンク定期点検実施制度の実施に必要な関係規程等については、現在、

当庁の指導のもとに作成中であるが、このうち県危連への委託予定の事務の主なも

のは次のとおりである。 

 

 (1) 各県危連へ委託する事務 

  ア 広報に関する事務 

  イ 講習受講の申請、認定の申請及び点検済証の交付の申請の受理に関する事

務 

  ウ 認定証及び点検済証の交付に関する事務 

  エ 講習修了証及び認定証の再交付に関する事務 

 

 (2) 講習実施地の県危連へ委託する事務 

  ア 講習会場の管理に関する事務 

  イ 講習修了後の修了考査の管理に関する事務(採点事務を含む。) 



  ウ 講習修了証の作成、交付に関する事務 

 


